
 科目等履修生に対する奨学助成要項 
２０１６年度(第４１回) 

  公益財団法人 北野生涯教育振興会 

１．目  的 

公益財団法人 北野生涯教育振興会は、生涯教育の一環として大学の科目等履修生制度を活用することにより、

最新の研究成果の修得ならびに能力開発をはかろうとする意欲的な者に対して、その受講費用として一定額を奨

学助成するものである。 

２．奨学助成の対象となる科目等履修生 

奨学助成の対象は、４年制大学（２部を含む）および大学院において 

科目等履修生として１年間の受講（前期、後期を通して４単位以上）を予定している者のうち、 

当財団が所定の手続きにより選考した者（以下、単に奨学生という）をいう。 

ただし、過去において当財団の奨学生となった者は対象外とする。 

３．奨学金（給付金額）および対象人数 

１名あたり一律年額 200,000 円を給付する（返還の必要なし）。対象人数は約１５名／年。 

ただし、正当な事由なく、研究成果の修得ならびに能力開発が不充分と判断された場合、 

あるいは状況報告書の提出を怠った場合など、当財団の目的にそわない行為をした場合には 

奨学金の返還を求める場合がある。 

４．奨学金の申込みと選考 

（１）必要書類 Ⅰ 科目等履修奨学生申込書〔当財団所定用紙〕 

 Ⅱ 在学証明書〔履修大学で発行のもの〕 

 Ⅲ 授業料領収証コピー〔申込書裏面に貼付のこと〕 

 Ⅳ 写真〔3cm×4㎝正面向、上半身、脱帽、白黒･カラー何れでも可、申込書に貼付のこと〕 

        Ⅴ 作文「科目等履修生になった動機について」〔当財団所定用紙〕 

※Ⅱ､Ⅲにつき、学校事務の都合等で申込期日に間に合わない場合は、後日別送も可。 

申込時にその旨のメモを同封のこと。         

（２）選考   当財団の｢奨学金選考委員会｣に諮り、選考決定のうえ、原則として 5月末日までにその結果を本人

に通知する。選考の結果にかかわらず応募書類は返却しないものとする。 

（３）申込先  公益財団法人 北野生涯教育振興会 科目係 

 〒153-0053 東京都目黒区五本木 1-12-16  ℡ 0 3 - 3 7 1 1 - 1 1 1 1           

（４）申込期日 ４月２８日(木) 消印有効 

５．奨学金制度に関する問合せ先 

当財団は、本奨学金制度の紹介を各大学の事務担当部署に依頼する。 

ただし、問合せ等は、直接本人が当財団に対して行うものとする。 

６．奨学金の支給 

選考された奨学生に対する奨学金は、６月中に 100,000 円を郵送により支給する。 

残りの 100,000 円は翌年３月の「成果発表会」時の奨学金授与式において支給する。 

｢成果発表会｣の日時等詳細は、1 月下旬に通知する。 

７．奨学生の「状況報告書」および「論文」の提出 

前期は所定の「状況報告書」を 10月 20日までに郵送にて提出する。 

後期は 1 年間学習した事についての「論文」（4000字程度）を「成果発表会」において発表後、 

提出するものとする。 

８．その他 

この要項は、必要に応じ見直しを行うものとする。 

以上 

 


